
令和５年度第３回「和水町地域公共交通会議」 

 

期 日：令和 5年 11月 9日（木） 

時 間：14:00～15:20 

場 所：和水町中央公民館 

出席者：別紙名簿のとおり 

 

1.開会 

2.会長挨拶 

3.議事 

（1）議案第 1号 和水町地域公共交通計画の素案について 

～事務局より説明～ 

（会長：和水町総務課長） 

・説明内容について、意見や質問等ないか。 

（熊本県交通政策課：高松委員） 

・素案 P8 にあいのりくんにかかる町の財政負担額が記載されているが、町地域公共交通会議への

負担金もあいのりくんの財政負担額に含まれるのか。 

・素案 P34にあいのりくんの利用頻度についての記載がある。利用頻度を高めるのであれば、他都

市では、乗合タクシーの料金体系を定額として乗り放題にすることで多く利用してもらえるよう

になるが、そのような施策は検討されているのか。 

・素案 P55に商業施設と連携とした電子マネーの導入とあるが、具体的に検討されているのか。熊

本県で導入されているくまモンの ICカードであれば、路線バスでも買い物でも利用できて便利と

思われる。 

・素案 P57に目標達成状況の記載があるが、公共交通の利用割合に関しては〇や×の記載がないが

その理由は何か。 

・素案 P58に評価として、わかりやすい情報環境の実現が図られているとの記載があるが、前段で

路線バスやあいのりくんの認知度が低いとの記載もあった。わかりやすい情報環境の実現が指す

ものはなにか。 

・素案 P79の目標では路線バスに関する記載もあるが素案 P80の施策・事業においては路線バスに

関する記載がない。 

・素案 P88に交通結節点の強化とあるが、あいのりくんから路線バスの乗り継ぎをスムーズにする

ために、デジタルサイネージで時刻表や乗り継ぎモデルケースを掲示する等を実施してはどうか。 

（事務局） 

・素案 P8 のご指摘については、町地域公共交通会議への負担金はあいのりくんの財政負担額には

入っていないので削除する。 

・素案 P34のご指摘については、現状では定額制等の対応は考えおらず、都度払いの運行を継続す

ることを考えている。 

・素案 P55のご指摘については、ヒアリング調査から得られた商業施設からの意見であり、町とし

ては現時点で導入を検討していない段階である。 

・素案 P57のご指摘については、目標値設定時には JRを含めた公共交通の利用頻度となっており、



今回は路線バスとあいのりくんの利用頻度であるため、単純比較できないことから〇や×の記載

していない。 

・素案 P58 のご指摘については、町として広報紙や各団体へあいのりくんの周知を実施しており、

情報環境の実現が図られていると考えている。 

・素案 P79,80 のご指摘については、あいのりくんと路線バスの乗り継ぎ環境を改善すること等も

記載しており、路線バスの利用者増加にも寄与すると考えている。 

・素案 P88のご指摘については、あいのりくんと路線バスの乗り継ぎ環境を改善することは、町と

しても検討している。ただし、デジタルサイネージの設置は検討しておらず、乗り継ぎモデルケ

ースや時刻表に関しては広報紙等で周知を図っていきたいと考えている。 

（熊本運輸支局：白石委員） 

・素案 P75にあいのりくんの収支率が記載してあるが、路線バスの収支率についても記載すること

が望ましい。 

・素案 P54に交通事業者へのヒアリング結果として、行政と交通事業者による日常的な意見交換の

場の創出や運転手募集にあたっての行政との連携などが記載されているため、素案 P89 の施策に

おいて路線バス事業者やタクシー事業者との具体的な連携方法について記載してはどうか。 

・素案 P55にケアバスの公共交通との一体的な運用と記載がある。ケアバスの運行経費は、年間 100

万円程となっており、恐らく職員等の方が日常業務の中で運行しているため運行経費が少ないと

思慮される。地域公共交通計画は緑ナンバーのみでなく白ナンバーの自家用有償等も含め輸送資

源を一体的に運用するといった趣旨もあり、ケアバスに関する施策事業も挙げられているため是

非とも取り組んでいただきたい。 

（事務局） 

・素案 P75のご指摘については、内部でデータ整理させていただき、検討させていただきたい。 

・素案 P54,89 のご指摘については、あいのりくん拡充時の際、町の広報紙でドライバー募集につ

いて掲載したこともある。バス事業者とはまだ実施できていないが、計画書への記載も含め今後

実施させていただきたい。 

・素案 P55のご指摘については、病院の職員や会計年度職員がケアバスを運転することで人件費が

抑えられている。ケアバスについての具体的な施策は P83 に記載しており、町立病院と連携し財

政負担の抑制などを視野に入れ方針を検討していきたい。 

（民生委員・児童委員協議会：豊後委員） 

・あいのりくんは日頃から便利だと感じている。あいのりくんの運転手は日々運行しているため、

改善事項等、考えている部分があると思われる。あいのりくんの運転手に対して、聞き取り調査

は実施しているか。 

・路線バスとあいのりくんの乗り継ぎの話があったが、乗り継ぎの需要は本当にあるのか。あいの

りくんの利用方法として、町内の移動がほとんどであると思われる。地域に合った計画としてい

ただきたい。 

（事務局） 

・あいのりくんの運転手からの要望に関しては、運転手から予約センターへ直接連絡があることも

あり、情報を適宜収集して改善につなげている状況である。 

・路線バスとあいのりくんの乗り継ぎに関しては、町内など近い場所でも利用してもらえるための

啓発活動に取り組みたいと思っている、小学生等を対象に乗り方教室等を実施することで、小さ



い頃から公共交通に親しんでもらい路線バスに乗車する意識を植え付けていきたい。 

（副会長：柿本教授） 

・調査を実施し町民の移動ニーズを把握しているが、町としてどの程度の移動ニーズを公共でサポ

ートすることを考えているのか。 

・目標値の設定として、利便性向上の目標値として、利用人数が記載されている。利用人数の増加

は効果であり、指標としてはアクセス性の向上等で示すことが適切だと思われる。 

・あいのりくんの収支率の目標が 7%以上とあるが、持続可能性を考慮すると 7%以上で本当に問題

ないのか。サービスを供給する上で、費用と収入の差が縮まらないと維持できないのではないか。 

（事務局） 

・目標値として、あいのりくんの利用登録者数 953人と設定している。これは、あいのりくんを利

用してみたいと回答した 65歳以上の人数を考慮し設定した。町としては、利用意向がある人をサ

ポートしていきたいと考えている。 

（副会長：柿本教授） 

・仮に 953人があいのりくんの利用意向を示した場合、あいのりくんでカバーすることは難しいの

ではないか。953人のうち、どの程度をあいのりくんでカバーすることを考えているのか。 

（事務局） 

・あいのりくん登録者のうち、菊水地区で 76％、三加和地区で 63％が年間利用回数 4 回以下とな

っている。利用回数が少ない方は、自家用車も保有しており、あいのりくんと併用していること

が想定される。町としては、利用頻度が高い方、本当に必要としている方にあいのりくんを利用

していただきたいと考えている。 

（会長：和水町総務課長） 

・様々なご意見をいただいたが、議案については承認で問題ないか。 

（一同） 

・承認する。 

 

（2）議案第 2号 和水町おでかけ交通「あいのりくん」の運行改善について 

～事務局より説明～ 

（会長：和水町総務課長） 

・説明内容について、意見や質問等ないか。 

（会長：和水町総務課長） 

・ご意見がないため、議案については承認で問題ないか。 

（一同） 

・承認する。 

 

（3）報告第 1号 運転免許証自主返納支援事業の実施について 

～事務局より報告～ 

（会長：和水町総務課長） 

・説明内容について、意見や質問等ないか。 

（民生委員・児童委員協議会：豊後委員） 

・現状、町の高齢化率は 43.2%となっており、80歳以上の方などには免許返納などをお願いしてい



るが、90歳以上でもまだまだ運転している状況である。高齢者の免許保有者数も把握しておいた

方がよいのではないか。 

（事務局） 

・高齢者の免許保有者は把握していないが、自主返納した人数としては、年間平均 31.8 人となっ

ている。 

・高齢者の免許保有者数については、調査を検討したい。 

（民生委員・児童委員協議会：豊後委員） 

・今後、高齢者が増加傾向となる中、データ等については把握してもらいたい。 

 

4.その他 

（1）事務局より 

・今後のスケジュールとしては、ご指摘事項を修正し、12月頃に書面決議を実施する。 

・承認後、来年 1月にパブリックコメントを実施、3月に計画策定の流れを考えている。 

 

5.閉会 

 

以上 

 



別紙：出席者名簿 

 

(欠) 

(欠) 

(欠) 

(欠) 

(欠) 

(欠) 


